
工 検 第  ５  号 

令和 ４年 ３月２２日 

富山市電業協会 様 

富山市長  藤井 裕久 

                         （公 印 省 略） 

工事施工円滑化４点セットの改正について（通知） 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃から市行政について格別のご理解を頂き、厚くお礼申し上げます。 

このたび、国・県の改正を受けて、本市の工事施工円滑化４点セットを 

改正しましたので、通知します。 

記 

１、施行年月日   令和４年４月１日（金）から施行。 

２．改 正 内 容   ・土木工事条件明示の手引き（案） 

          ・土木工事設計図書の照査ガイドライン（案） 

          ・土木工事設計変更ガイドライン（案） 

          ・工事一時中止に係るガイドライン（案） 

３．参 考    富山市ホームページの工事検査課データを更新したので、

関係者にご周知願います。 

（担   当）富山市役所財務部工事検査課 片山 

            （電話番号）076-443-2212 

（Email） katayama.tatuji@city.toyama.lg.jp 


